
平成 22 年 7月 21 日 

各      位 

 

会 社 名 株 式 会 社 大 盛 工 業 

代表者名 代表取締役社長 佐藤 進助 

（コード番号１８４４  東証第二部 ） 

問合せ先 専務取締役  八木橋 勝司            

（TEL．０３ －３６２７－３２２１ ） 

 

 

臨時株主総会招集及び付議議案決定に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 22 年 6 月 14 日付「株主による臨時株主総会の招集の請求に関するお知らせ」及び平

成 22 年 6 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、当社株主より

臨時株主総会招集の請求を受けた旨、また、臨時株主総会を招集する場合の基準日設定に関してお知

らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の招集及び付議議案について、下

記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１．開催日  平成 22 年 8月 6日（金） 午前 10 時 

 

２．開催場所  東京都葛飾区水元三丁目 15 番 8号 

   当社３階会議室 

 

３．議案（株主提案）  

（1） 第 1号議案 取締役 4名選任の件 

取締役候補者の概要 

      山口 伸廣 （株式会社総合企画 代表取締役） 

      栗城 幹雄 （有限会社オフィスケーエム 取締役） 

      和田 明彦 （株式会社ウィークリーセンター 代表取締役） 

濱田 直人 （マイル・ハイ・キャピタル株式会社 代表取締役） 

 

第 2号議案 取締役 4名解任の件 

解任対象取締役の概要 

      佐藤 進助 （当社 代表取締役） 

      八木橋 勝司（当社 専務取締役） 

      関 忠夫  （当社 取締役総務部長） 

      宮路 晴男 （当社 取締役経理部長） 

 

（2） 招集の理由の概要 

第 1号議案 取締役 4名選任の件 

         業務執行全般の適正を確保するとともに、新規事業を推進する体制を整えるため。 

 

第 2号議案 取締役 4名解任の件 

経営者としてふさわしくないため。 
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４．提案株主 

   株式会社ウィークリーセンター 

   株式会社ワイピア 

 

５．議案に対する当社取締役会の意見 

（1） 第 1号議案に対する取締役会の意見 

当社取締役会といたしましては、本議案に反対いたします。 

当社は、平成 21 年 10 月 28 日開催の第 43 回定時株主総会における第 4号議案として｢取締役 6

名選任の件｣を会社提案として上程し、当該株主総会において承認可決いただきました。 

また、当該株主総会において、株式会社ウィークリーセンターより、今回の取締役候補者であ

る株式会社ウィークリーセンター代表取締役 和田 明彦氏を含む 4 氏を同社提案の取締役として

選任するとの修正動議が提出されましたが、当該修正動議は否決されております。 

さらに、株式会社ウィークリーセンター及び株式会社ワイピアが共同して、｢取締役 4名選任の

件｣を議案とする臨時株主総会の開催を当社に請求したため、当社は、平成 22 年 2 月 5 日に臨時

株主総会を開催いたしましたが、当該臨時株主総会においても、同社らが提案した和田 明彦氏を

含む取締役候補者 4氏は、いずれも選任を否決されております。 

そして、今回、株式会社ウィークリーセンターと株式会社ワイピアが再度共同して提案してい

る議案は、前回の臨時株主総会と同様、提案株主である株式会社ウィークリーセンターの代表取

締役 和田 明彦氏を取締役に選任し、その他、提案株主である株式会社ワイピアの代表者の親族

である株式会社総合企画の代表取締役 山口 伸廣氏及び提案株主である株式会社ウィークリーセ

ンターの元代表取締役である有限会社オフィスケーエムの取締役 栗城 幹雄氏らを当社の取締役

に選任するとの内容であって、提案株主の関係者らを当社の取締役候補者としたうえで当社に新

規事業（下記のとおり、不動産関連事業を指すと考えられます。）への参入を求める点において、

前回定時株主総会及び前回臨時株主総会において否決された議案と共通する内容であり、実質的

にその蒸し返しであります。 

しかしながら、上記のとおり、前回定時株主総会及び前回臨時株主総会において提案された、

株式会社ウィークリーセンターの関係者等を取締役に選任して当社に不動産関連事業を行わせる

という議案は、いずれも株主の皆様による否決のご判断をいただいており、当社としては、株主

の皆様のかかるご判断を尊重する所存であります。 

また、提案の理由中にあります「新規事業」とは、株式会社ウィークリーセンター及びその子

会社であるキャピタル建設株式会社が行っている不動産関連事業を指すものと考えられます。 

当社といたしましては、前回定時株主総会及び前回臨時株主総会に際しても同様の説明を行い、

株主の皆様にご賛同いただいた点ではございますが、現況の不動産業界全般の状況を鑑みますと、

当社として積極的に不動産関連事業に乗り出すべきではないと考えます。 

現況の厳しい不動産業界のなか、株式会社ウィークリーセンター及びキャピタル建設株式会社

の業績が近年急激に悪化していることからすると、同社らの狙いは、上場会社である当社の名前

と当社が保有する現預金を利用して生き残りを図ることにあると思われ、これらのことは当社の

発展には繋がらず、むしろ、当社の将来を危うくするものであります。 

したがいまして、当社取締役会といたしましては、本議案に反対いたします。 

 

（2） 第 2号議案に対する取締役会の意見 

当社取締役会といたしましては、本議案に反対いたします。 

提案株主である株式会社ウィークリーセンター及び株式会社ワイピアは、本議案の提案理由と

して、当社と都市技建株式会社との取引及び当社が新規事業の一環として取組んだ IP 携帯電話開

発事業に関して、当時の経営判断等に誤りがあり、経営者としてふさわしくないと主張しており

ますので、その各々についてご説明いたします。 

当社と都市技建株式会社との取引は、官庁から受注した下水道工事の施工に関連して行われた

ものであります。 
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当社と都市技建株式会社は、協力して複数の下水道工事を施工いたしましたが、その中には、

地中推進工事において当初予想していなかった岩盤が地中にあり、地盤が固く掘削が不可能であ

ったために工事が難航し、完成までに多大な追加費用が発生した工事がありました。 

また、夜間工事に対する現場周辺の住民の協力が得られず、住民の抗議行動により再三工事が

中断し、それに伴い発生する費用に対して、官庁から充分な補償が得られなかった工事もありま

した。 

このような予測困難な要因により工事の遅れが続くなか、都市技建株式会社の資金繰りが厳し

くなったため、当社は、同社が外注先に支払うべき労務費等の資金提供を行って同社を支援しま

した。 

当社は、受注した以上は当社の信用を守るためになんとしても工事を完了させなければならな

いとの立場から都市技建株式会社を支援したものであり、当時の当社の判断及び対応は適切なも

のであったと考えております。 

また、IP 携帯電話開発事業は、当社が新規事業開発の一環として取り組んだものであり、当時

脚光を浴びていた IP 携帯電話の開発に携わる会社に出資したものであります。 

当社は出資にあたり、事業の実現性、将来性を充分検討した上で出資を判断したものであり、

また、出資後は出資先から事業の進捗状況について定期的に報告を求めるなど、出資先に関する

管理も適切に行っており、当時の当社の判断及び対応は適切なものであったと考えております。 

また、佐藤 進助、八木橋 勝司、関 忠夫、宮路 晴男の４氏は当社事業の発展のために尽力す

るとともに、取締役として法令及び定款に従い忠実に職務を遂行しており、解任を求められる事

由はありません。 

したがいまして、当社取締役会といたしましては、本議案に反対いたします。 

 

以上 


